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１  子ども読書活動推進計画策定にあたって 

今日、テレビ、ＤＶＤ、インターネットなどの様々な情報メディア・情報媒体の発

達・普及 により多 様かつ大 量の刺激 的な情 報が、簡 単・瞬時 に入 手できるよう

になりました。このような情 報 化 によって利 便 性が向 上 した反 面 、近年 、子 ども

たちの文字・活字離れが懸念されているところです。 

 

子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学 び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこと

のできないものである。」と「子 どもの読書 活 動の推 進に関する法 律」の基 本理

念 に掲 げられ、社 会 全 体 でその推 進 を図 っていくことは極 めて重 要 なことと位

置づけられています。 

 

富士吉 田市 子ども読書 活動推 進計 画は、国における「子どもの読書 活動 の

推 進 に関 する基 本 的 な計 画 」、県 における「山 梨 県 子 ども読 書 活 動 推 進 実 施

計 画 」を踏まえ、子 どもの読 書 活 動 の推 進 に関 する法 律 （平 成 13 年 法 律 第

154 号）第 9 条第 2 項の規定に基づき策定するものです。 

この推 進 計 画は、富 士 吉 田 市 の子どもたちの読 書 活 動を支え、推 進 するた

めの施策や推 進体制のあり方などについて、おおよそ５年 間にわたる方 向を示

すものです。 
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１  子ども読書活動推進の目標  

子どもたちは読 書を通じ、読解 力・想像 力・思考力・表現力 等の基 礎力を養

うとともに、自ら考 え、自 ら行 動 し、主 体 的 に社 会の形 成 に参 画していくために

必要な知識や教養を身につける重要な契機を得ます。 

こうしたことから、市 では子 どもの自 主 的 な読 書 活 動 の重 要 性 を踏 まえて、

読書環境の整備を推進します。 

 

（１）読書活動の環境整備・充実 

子どもたちが、あらゆる機 会 と場 所において、本 に出 会 い、自 主 的に読 書

活動ができる環境の整備を図ります。 

 

（２）読書に親しむための機会の提供 

子どもたちが、生 涯 にわたって生活 の中に読 書が位 置づけられるよう、成

長段階に応じて読書に親しむ機会の提供を図ります。 

 

（３）読書活動についての啓発活動と推進体制の整備 

子どもの読書への理解・関心を深め、魅力ある本に出会うことができるよう

に啓発活動を進めるとともに、子どもの読書活動に関わる組織、団体が連

携・協力をして推進する体制を整えます。 

 

２  計画の対象  

この計画の対象は、乳幼児から中学生を中心とします。 

 

３  計画の期間  

平成２４年度（２０１２）から平成２８年度（２０１６）までの５年間とします。 
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４  富士吉田市子ども読書活動推進計画の体系  

 

○ 家庭における理解の促進

○ 市立図書館の環境整備

○ 子どもに魅力ある資料の整備・充実

○ ブックプレゼント事業の整備

○ 読み聞かせ等講座・行事の充実

○ 団体貸出制度の充実

○ 人材の育成

○ 障害のある子どもへのサービス

○ 幼稚園・保育園の児童図書の充実

○ 幼稚園教諭・保育士の研修会等の参加

○ 保護者への啓発

○ 魅力的な図書資料等の充実

○ 学校図書館の情報化の推進

○ 読書指導の充実

○ 司書教諭及び学校司書の専門性の強化

○ 市立図書館利用促進のための連携と協力

○ 情報交換と連携の実施等

○ 啓発・広報等の推進

○ 関係機関との連携

○ 施策の実施に向けて

子
ど
も
読
書
活
動
の
推
進

推進・支援体制の整備

市立図書館における読書活動の推進

家庭における読書活動の推進

幼稚園・保育園における読書活動の推進

学校における読書活動の推進

関係機関との連携、協力
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１  家庭における読書活動の推進  

 

家庭においては、子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出向いたりするなど、

工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作り、読書活動の習慣化に積極的な役

割を果たしていくことが大切です。 

 

（１）家庭における理解の促進 

①家庭教育や子育て支援に関する講座など、親子がふれあう様々な機会

をとらえて、読 み聞 かせや子 どもの読 書 の大 切 さを伝 え、その楽 しさや

重要性についての理解の促進を図ります。 

②乳 幼 児 期 から本 を身 近 に感 じることができるよう、おはなし会 等の継 続

した運営推進に努め、ファーストブックプレゼント事業（注１）を通して、赤

ちゃんとその保護者に、家庭での本の出会いを支援します。 

 

注１：ファーストブックプレゼント事業 

富 士 吉 田 市 に生 まれたすべての赤 ちゃんと保 護 者に、絵 本 を通 した「楽 しく・安 らげ

る」かけがえのない時 間 を過 ごしてほしいとの観 点 から、４ヶ月 検 診 を機 会 に絵 本 を

手渡 す事 業。 

 

 

２  市立図書館における読書活動の推進  

 

 市立 図書 館においては、子どもたちが読 書に親しむ機会を享受できる環境を整

備・充実していくことが大切です。 

 

（１）市立図書館の環境整備 

①市 立 図 書 館 は子どもの読 書 活 動における最も身 近 な施 設であることを

認識し、子どもと本の出 会いをサポートするために環境の整備に努めま

す。 
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（２）子どもに魅力ある資料の整備・充実 

①調べ学 習 ・総 合 的 な学 習 の時 間 に対 応 できる図 書 資 料や郷 土 資 料 の

充実に努めます｡ 

②０歳から楽しめる良書の選定に努め、絵本の充実に努めます。 

③子 どもの興 味・関 心や知 りたい欲求 に応 えられる図書 資 料の充 実に努

めます。 

 

（３）ブックプレゼント事業の整備 

①家庭における読書活動のきっかけづくりとしてのファーストブックプレゼン

ト事業を礎として、更に小・中学校の入学時という節目に読書環境の機

会を提供し、自発的な読書活動につながるようにするため、小学校入学

時 にセカンドブックプレゼント事 業 、中 学 校 入 学 時 にサードブックプレゼ

ント事業（注２）として、本を児童・生徒に贈ります。 

 

注２：セカンドブックプレゼント事 業・サードブックプレゼント事業 

子 ども自 身 が読 書 の楽 しさを知 るきっかけを作 り、その読 書 活 動 を広 げ、読 書 体 験

を深 める機 会 を提 供 するため小 学 校 入 学 時 （セカンドブック）、中 学 校 入 学 時 （サー

ドブック）にそれぞれに本を手 渡す事業。 
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（４）読み聞かせ等講座・行事の充実 

①読 書 に親 しむ機 会 の提 供 のため、読 み聞 かせ（注 ３）、ブックトーク（注

４）、ストーリーテリング（注 ５）、パネルシアター（注 ６）等 のおはなし会 を

開催します。 

②妊 婦 や各 年 齢 層 の子 どもとその保 護 者 を対 象 に、絵 本 の読 み聞 かせ

の実演や、絵本リストの配布を通して絵本の紹介を行い、子どもの読書

活動を支える大人の読書に対する意識を高めます。 

③「子 ども読 書 の日 」（注 ７）を含 む、子 どもの読 書 週 間 （注 ８）に、読 書 推

進行事を開催します。 

 

注３：読み聞かせ 

主に低年 齢の子 どもに対して読み手がともに本を見 ながら音読 すること。 

注４：ブックトーク 

一 つのテーマにしたがって、複 数 の本 を紹 介 すること。その目 的 は本 の内 容 を伝 え

ることではなく、紹 介した本を読んでみたいという気 持ちを起こさせること。 

注５：ストーリーテリング 

語り手が童 話や昔 話などの物語を覚えて語 り聞 かせること。 

注６：パネルシアター 

パネル布を張った板を舞台 として、そこに絵や文字 を貼ったり、取ったりしながら話を

展開してゆく表 現方 法。 

注７：子ども読書 の日 

「子 どもの読 書 活 動 の推 進 に関 する法 律 」により４月 ２３日 と定 められた。この法 律

では子 どもの読 書 活 動についての関 心と理 解を深 めるとともに子 どもが積 極 的に読

書 活 動 を行 う意 欲 を高 めるため、その趣 旨 にふさわしい事 業 を実 施 するよう努 めな

ければならないとしている。 

注８：子どもの読 書週 間 

子 どもの読 書 の重 要 性 と子 ども読 書 に対 する一 般 の関 心 を高 めることを目 的 とし

て、(財 )読 書 推 進 運 動 協 議 会 主 催 により決 められた、４月 ２３日 （子 ども読 書 の日 ）

から５月１２日までの３週間 。 
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（５）団体貸出制度の充実 

①市 立図 書 館の団 体貸 出 制度 （注 ９）を利 用し、学 校 、幼 稚 園・保 育園 、

放課後児童クラブ（注１０）などへの利用者登録の推進を図り、子どもや

親が読書に親しめる環境となるように努めます。 

 

注９：団 体貸 出制 度 

市 内 に所 在 する事 業 所 、機 関 等 は団 体 として登 録 が可 能 となり、貸 出 点 数 は一 度

に２００点以内、貸出 期間は３ヶ月以 内となる。 

注１０：放 課後 児童クラブ 

保護 者が労 働 等により昼 間 家 庭にいない、小学 校 に就学 している 10 歳未 満の児

童 （放 課 後 児 童 ）に対 し、授 業 の終 了 後 に地 区 会 館 等 を利 用 して適 切 な遊 び及 び

生活の場を与えて、その健全な育成 を図る事 業。 

 

（６）人材の育成 

①子 どもの読 書 活 動 の推 進 を図 るためには、子 どもの興 味 ・関 心 のある

本を知 り、児 童図 書への理 解が深く、読 書 指導 に関 する知識や技 術を

備えた司書などの専門職員の配置や養成が必要です。 

このことから、子 どもへのサービスの技 術 を身 につけられるよう職 員 に

様 々な研 修 への参 加 を奨 励 し、読 書 相 談 やレファレンスサービス（注 １

１）体制を確立します。 

②地 域、家 庭での「読み聞かせの大 切さ」「読 書の大切 さ」をさまざまな場

面で伝えることのできる人 材を育成、支援するために、市立 図書 館でボ

ランティア養成講座を計画的に開催します。 

 

注１１：レファレンスサービス 

利 用者 が必 要 な情 報 ・資 料などを求 めた際に、情 報そのものあるいはそのために必

要とされる資 料を検 索・提供・回答 することによってこれを助ける業 務。 

 

（７）障害のある子どもへのサービス 

①障害のある子どもの市立図書館への見学を積極的に受入れ、本に親し

んでもらいます。 
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３  幼稚園・保育園における読書活動の推進  

 

 幼児期に絵 本や物語などに親しむ楽しさを知ることができるような環境づくりが

大切です。 

 

（１）幼稚園・保育園の児童図書の充実 

①成 長 段 階に応 じた絵 本・紙 芝 居 等 を、市 立 図 書 館 の団 体 貸 出 制 度を

利用するなどして、より一層の充実を図ります。 

 

（２）幼稚園教諭・保育士の研修会等の参加 

①子ども読 書に関する研修 会や講 演会に積極的に参加することによって、

幼稚園教諭や保育士の資質向上に努めます。 

 

（３）保護者への啓発 

①子 どもが本 に親 しむ機 会 を得 るためには、家 庭 での働 きかけも必 要 で

あることから、読み聞かせの大切さや絵本 の紹介など保護者の啓 発に

努めます。 
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４  学校における読書活動の推進  

 

小 学校 ・中 学 校 各 学校 段 階において，児 童 ・生 徒の読 書に親 しむ態 度を育 成

し，読書習慣を身に付けさせることが大切です。 

 

（１）魅力的な図書資料等の充実 

①教 師や児 童・生徒 の要 望 と学 校 図 書館 として購 入 したいと考える図 書

について広 い視 野 から検 討 し、学 習 活 動 のための図 書 や資 料 などの

充実を図り、学 校の教 育課程の展開に寄 与するとともに、子どもにとっ

て読みたい本がある図書館整備に努めます。 

 

（２）学校図書館の情報化の推進 

①学校 図 書館 と市 立 図書 館とのネットワーク化を図ることにより、市立 図

書館及び学校図書 館相互の図書資 料の利 用を可能にし、本の物流も

含め利用環境の整備に努めます。 

 

（３）読書指導の充実 

①児童・生徒が読書に親しみ、読書習 慣を身につけるためには発達段階

に応じた読書活動への支援が必要です。 

このことから段 階に応 じ、地 域の特 性 などを考 慮 した推 薦 図 書や必 読

図書を選定・紹介し読書の奨励を図ります。 

 

（４）司書教諭及び学校司書の専門性の強化 

①学校図書館の運営にあたっては、校長の理解・指導の下、司書教諭が

中心 となり、教 員、学校 司 書等が連携 ・協 力し、それぞれの立場 から、

学校図書館の機能の充実を図ります。 

②活動の中心となる司書教諭 及び学校司 書等を対象に、そのニーズにあ

った研修機会を設け専門性の強化に努めると共に、情報交換並びに指

導力の向上を図ります。 
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５  関係機関との連携、協力  

 

資料や情報の相互利用を図り、関係機関が連携して協力できる体制の推進が

大切です。 

 

（１） 市立図書館利用促進のための連携と協力 

①小学生の社会科見学や中学生の就業体 験など図書館に慣れ親しみ、

より身 近なものとして感じてもらう機 会を学 校等 と連 携する中で積極 的

に作ります。 

 

（２）情報交換と連携の実施等 

①市 立 図 書 館 と学 校 図 書 館 との緊 密 な連 携 ・協 力 関 係 を築 くとともに、

幼稚 園・保育 園、また、読み聞かせボランティア等とも情報 交 換を行 い、

子どもの読書環境の充実を図ります。 

②市が実 施 する乳 幼 児 検 診 時 に連 携 し、絵 本 の読み聞 かせの実 演や、

絵 本 リストの配 布を通 して絵 本 の紹 介 を行 い、子 どもの読 書 活 動を支

える大人の読書に対する意識を高めます。 

③県 立 図 書 館 をはじめとする他 の公 立 図 書 館 の図 書 資 源 を活 用 するた

め、相互貸借制度（注１２）を利用して子どもたちに提供します。 

 

注１２：相 互貸 借制 度 

自 館 に所 蔵 されていない資 料 を、所 蔵 する他 館 に借 り受 けたり、また同 様 に所 蔵 する

資料を他館に貸 し出 すというように相 互に資料 の貸 借を行うこと。 

 




